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Ｐａｒｔ I :使用説明書の法的要求
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1.1 使用説明書の法的要求

不正競争防止法不正競争防止法
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1.2 製造者の義務（使用説明書）

694



新指令のマニュアル要求事項

5
藤の木先生のデータから参照

LVDの安全情報： リスク分析の結果ユーザーに伝えるべき情報
CENELEC Guide  32とCENELEC Guide 11

1.3 NLFの使用説明書への要求事項
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6

製品情報

製品注文時の情報 製品使用情報 製品販売後情報

6

Global Communications

CENELEC Guide 11

1.4 EUの製品情報提供規制範囲
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Ｐａｒｔ II ：安全規格と使用説明書
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2.1 規格の特定（機械指令）

必須要求事項に
該当する規格を
選択する。

個別規格がある
場合は、その
規格を優先する。
参照規格も満足
すること。

IEC82079‐1
ISO7010
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2.2 電気の安全規格（IEC）の構成
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2.3 電気の安全規格の具体的規格番号

‐ 保護構造（IPコード）
‐ 低圧系統内機器の絶縁協調
‐ 感電保護−設備及び機器の
共通事項

‐ 測定用，制御用及び
試験室用電気機器の
安全性
‐ 低圧電気設備−第 4
‐44 部：安全保護−
妨害電圧及び電磁妨
害に対する保護
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「国際規格とその広がり」 国際規格情報室PJ

ISO/IEC Guide 37：1995

規格

地域規格

国家規格

IEC 62079

中国国家標準
GB/T 19678

国家規格

中国国家標準
GB 5296 米国国家規格

ANSI B 11.1

国家規格

ドイツ工業規格
DIN

欧州統一規格
EN-82079-1

フランス国家規格
NF

英国規格
BS

国際規格

指針

規格
IEC 82079-1

ISO/IEC Guide 37：2012
指針

2001年2月発行 2012年8月発行

2012年12月発行

日本工業規格
JIS C 0457

国家規格

イタリア国家規格
UNI

米国国家規格
ANSI Z 535.6

安全情報の
記載方法

IEC 82079-1
に適用すること

ISO 12100

WCAG（Web Content 
Accessibility Guidelines）

2010年発行

Webページのアクセシビリティ
指針

IEC 82079-1を参照すること

機械の安全について

欧州統一規格は、EU加盟国の間での貿易をスムー
ズにし、産業の水準を統一するための規格です。EU
加盟国は、この規格を自国の規格に反映することが
求められています。

1995年発行

WCAG2.0 に適合することが
望ましい

IEC 62079
をもとに作成

3 of 7

2.4 IEC 82079-1を軸とした主な規格の関係

WTO加盟国は、国際規格を自国の基準として用いることが義務

ISO/IEC Guide 51:2014
IEC Guide 116:2010

CENELEC Guide 32
CENELEC Guide 11
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• ■ 取扱説明書_安全表記の考え方

■ 取扱説明書_安全表記の考え方

Ｐａｒｔ III
リスク分析と実際の使用説明書の関連説明

IEC 82079‐1に従った使用説明書
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■ 3.1  IEC 82079-1の構成
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■ 3.2  IEC82079‐1をどう読むか？
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■ 3.3 IEC82079‐1の対象範囲？
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■ 3.4 IEC82079‐1で何が変わったか？

製品のライフサイクル
配送から廃棄まで

各言語が必要
法的要求

使用対象者分析
分冊、提供方法

シグナルワードを使用ANSI, ISO
警告ラベル

NLFと

整合し
ている
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■ 3.5 リスク分析とIEC 82079‐1
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■3.6 製品のライフサイクル
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■ 3.7 製品の制限事項

a).  一般
リスクアセスメントは製品のすべてのライフサイクルの制限事項を決めることから始ま
る。

b). 使用に関する制限
使用に関する制限事項は使用目的と予想される誤使用の特定のことである。

1). 製品の異なる操作モードと使用者の異なる手順
2). 製品の使用
3). 予想される教育レベル、経験、ユーザーの能力
4). 予測される製品の危害に接触する可能性のあるその他の人員

非常に重要な項目です。製品は全ての状態で安全なものはない。
ISO Guide 51
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項目 機械の制限仕様等 解説

機械の名称 自動加工機のコンベヤー

機
械
の
主
な
仕
様

製品型式 -

設計寿命 １０年
製品企画時のライフサ
イクル

構成部品の交換間隔 ５年

原動機出力（kW）
１．５ｋＷ

モーター容量の記載

運転方式（モード） 自動、手動、保守 想定される動作モード

加工能力 １サイクル/分
加工スピードが危険に
なるか

送りスピード又は回転数 ８ｍ/ｍｉｎ
送りスピードによる危険
性

製品寸法
Ｗ１０００ × Ｄ２０００ ×
Ｈ100

点有する大きさ

製品質量 １５００ｋｇ 床にかかる荷重

設置条件（温度、湿度） 常温、常湿 設置環境

■ 3.7.1 製品の制限事項
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■ 3.7.2 製品の制限事項

機械を使用する目的と用
途（使用上の情報）
・意図する使用、予見可
能な誤使用
・予期しない起動

・意図する仕様 スクラップを搬
送する・予見可能な誤使用 回転
体に触れる コンベヤ上に乗る・
予期しない起動 ノイズによる誤
作動

※ 使用内容と誤使用の
ケースを記載する。
※ 予期しない潜在的な誤
作動を記載する

機械コンポーネントの交
換（時間上の制限）
・機械的制限
・電気的制限

・機械コンポーネント交換（寿命
等） ・電気コンポーネント交換（寿
命等） センサー・・・１回/１０年
電磁弁・・・１回/１０年 パワーモー
ラ・・・１回/１０年

※ 機械、ワーク、電気など
交換時期の記載を行う。寿
命によって、危険な状態は
変わる

機械の可動範囲等（空間
上の制限）
・動作範囲
・インターフェイス
・作業環境

・動作範囲 ロール回転・インター
フェイス 押しボタン・作業環境 工
場フロア

※ 動作範囲を限定して対
応
※ 使用するインターフェー
スを限定し、危険を減らす。
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■ 3.7.3 製品の制限事項

機械のライフサイクル 10年
※ 機械のライスサイク
ルで使用年度を決定

危
害
の
対
象
者

オペ
レータ

資格の
要否

あり、資格要（マニュアル教
育を受けたもの）

使用者を限定し、その
条件を記載する。

周辺の
作業員

なし

サービ
スマン
（補給、
保全）

資格の
要否

あり、資格要（マニュアル教
育を受けたもの）

第三者 あり、見学者等

その他 -
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■ 3.8 使用目的

a). 提供すべき情報の内容
製品の使用する目的と用途（使用上の制限）を簡潔に説明する。
1) 意図する使用
2) 予見可能な誤使用
3) 予期しない起動
4) 改造に対する制限

b). リスク分析との関連

使用目的内の使用を明確にし、用途外の使用を
禁止する。
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■ 3.9 使用対象者

a). 提供すべき情報の内容
製品は、通常多くの制御機能、駆動機能、安全機能が含まれているため、使用には
技術的知識が必要になります。製品にアクセスできる操作権限の範囲を特定して安
全で正しい運転ができるようにします。製品にアクセスする可能性のある人員は、一
般的に次の表の割り当てが行われている。

使用者を特定する場合は制御盤の操作で操作範囲をパスワード指定により特定する
こともあります。その場合はパスワード管理方法などの説明および管理の重要さを説
明する。

b). リスク分析との関連

使用対象者の限定をする。一般には、初心者を目安とする。
特定する場合は操作内容、操作範囲、アクセス権限、技能な
ど明確にする。
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■ 3.10 使用対象者分析
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■使用対象者

使用者の特定の事例

No. 人員 操作範囲 権限範囲 教育 資格

1 オペレータ
操作指示に従い日常の運転を行う。
清掃や日常の定められた保守は対
応可能；
異常事態発生時には、非常停止や
安全な運転が保証されるまでは運
転しない；
異常時の報告義務を負う。

管理者により操作範囲を
特定される。

取扱説明書など 要否

2 技術者

操作、設定、異常処理、保守など
を担当；
異常発生時の処理、部品交換など
のメーカから許可された範囲の技
術的対応

オペレータのサポート、
管理者の指示による範囲

技術的専門知識を有
する；
機械の原理、操作、
管理、問題の解決な
どの訓練・教育を受
けた技術者

要否

3 管理者
機械の運転全般に関する管理を担
当し、安全性を確認した機械の稼
働を指導し、安全な操作、保守管
理、異常処理を行う。

全体の管理 専門知識と管理知識
を有する。

要否

4 安全管理責任者 安全な機械の導入と運転を管理す
る。

機械の導入、稼働の可否 安全、リスク分析の
専門技術

要否

5 メーカの
サービス要員

サービスの全て

メーカのサービス範囲、
安全な作業には、監督者
とのコミュニケーション
を十分とることが求めら
れる。

専門知識、メーカの
専門家

要否

6 臨時作業者 管理者が決める 管理者が決める 管理者による 要否
7 周辺の作業者 管理者が決める 管理者が決める 管理者による 要否

■ 3.11 使用対象者特定の例
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■ 3.12 使用対象者分析の結果を各項目に反映

使用対象者の特定と分析による適切な情報を提供する。
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■ 3.13 設置関係の制限

a). 提供すべき情報の内容
製品の安全な使用には、設置に関する環境制限が大きな影響を与える。環境に対
する要求事項は、明確な指定とその値は、検証済み(試験)の値に余裕度を持たせ
たものであること。

b). リスク分析との関連

床の機械耐荷重、動作範囲内の識別、危険区域、
空調、保守管理専用領域、電源、接地など設置に
関する全ての項目を指示する。

28



■ 3.14  安全表記

リスク分析、安全対策、残留リスク
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■ 3.15 安全表記‐ANSIZ535との関係

安全メッセージの体系的記述
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■ 3.16 安全表記‐シグナルワード

ISO規格

USA
ANSI Z535

31



■ 3.17 安全表記の種類

１．補足的指示

２．安全メッセージ群

３．章の安全メッセージ群

4. 組込み安全メッセージ

32

ANSI Z 535.6



■ 3.18 安全表記 警告ラベル 共通

従来のUSA ISO 3864‐2

ISO 3864‐2+ANSI =IEC 82079‐1
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■ 3.19 安全表記 警告ラベル）

34



■ 3.20 レイアウト・文字,表現
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• 技術ライティング

– 製品を知っている

– 対象ユーザーへの情報提供が可能

• ネイティブでかつその製品の技術的知識

• 適切な評価をできる知識

• RA（Risk Assessment)を理解

• 対象ユーザーに理解できる情報作成能力

36

■ ３．２１マニュアル作成の能力



• 記載事項の確認方法（附則 B)
• 表現方法の確認方法（附則 C)
• RAによる残留リスクの確認方法

• UsabilityまたはUser行動検証などによる確認

• 法的要求事項の確認方法

37

IEC 82079‐1は、製品ごとにチェックリストを
補完して活用することを要求

■ 3.22 マニュアルの評価



• ■ 取扱説明書_安全表記の考え方

■ 取扱説明書_安全表記の考え方

Ｐａｒｔ IV
IEC 82079‐1による構成事例
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■取扱説明書の構成(コンテンツとレイアウトを含めた)

構成の事例（１）

No. 章項目 節項目

1 取扱説明書の構成 使用説明書の構成、目的、読者、編集方針、利用の手引きなど

2 目次

3 識別

3.1 機械の名称、形式 （複数ある場合は相違表）

3.2 機械のバージョン

3.3 製造者、供給者、販売者の名称、住所、URL
電話番号、FAX番号など

4 法規制情報

4.1 法的適合、適用規格、宣言書

5 製品の使用条件

5.1 使用目的

5.2 使用対象者

6 安全注意表記

6.1 記号の説明

6.2 一般安全注意

63 機械のライフサイクル別の注意表記

6.4 残留リスクマップと対策確認表

7 定義

7.1 専門用語

7.2 略語・単位・記号の説明

7.3
8 機械の仕様

8.1 一般機能、適用範囲、

8.2 寸法と質量（輸送、設置、保管用のため）

8.3 電力、ガス、水及びその他の消耗品の供給データ
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■ 4.1 使用説明の構成事例
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■取扱説明書の構成(コンテンツとレイアウトを含めた)

構成の事例（続き）

8.4 エネルギ消費量とその条件

8.5 騒音、放射物、廃棄物、排出物

8.6 IPコード（説明を含む）

8.7 環境条件、及び操作・保管上の制限

8.8 安全情報、要約（人身保護、意図しない使用方法）

9 機械使用の準備

9.1 輸送及び保管

9.2 使用前の安全上の注意事項

9.3 開梱

9.4 梱包物の安全な廃棄

9.5 設置前の準備作業

9.6 設置及び組立

9.7 通常使用の間の休止中の保管及び保護

9.8 輸送中の損傷を防止するための再梱包

10 機械の操作・取扱情報

10.1 安全上な操作/運転

10.2 通常の機能（手動操作、自動操作）

10.3 二次的機能（例えば、原料の取り扱い）

10.4 例外的機能/状況

10.5 注意する信号

10.6 人身保護

10.7 オプションモジュール、標準外の部品

10.8 クイックレファレンス（取扱説明をすぐに参照できるための措置）

10.9 放射物、廃棄物処理
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■ 4.2 使用説明の構成事例
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■取扱説明書の構成(コンテンツとレイアウトを含めた)

構成の事例（続き）

11 保守及び清掃

11.1 安全上の注意事項

11.2 使用者による保守と清掃

11.3 有資格者による保守と清掃

11.4 不具合対応（トラブルシューティング）、故障診断及び修理

12 ソフトウエア使用書

13 オプションモジュール及び標準外の部品、仕様

14 サービス代理店によるサービス及び修理

14.1 安全案作業のためのサービス周期

14.2 サービス代理店の所在地

14.3 再梱包

15 予備品（スペアパーツ）及び消耗品の一覧表

16 機械の使用打ち切り、解体手順、残差情報

17 機械の廃棄方法、リサイクル可能な材料リスト

18 インデックス
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■ 4.3 使用説明の構成事例



• NLF対応⇒End user が理解できる言語

• End userが理解できる内容(多言語要求）

• IEC 82079‐1活用で世界に通用

• RA（Risk Assessment)は安全警告の基礎

42

■今後の課題

マニュアルのリストラ


